
個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 障がい者福祉支援トータルシステム 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

健康福祉部しょうがい福祉課発達支援センター 

個人情報ファイルの利用

目的 
児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施するため 

個人情報の記録項目 

１利用者情報（利用者・保護者氏名、利用者・保護者住所、利用

者・保護者カナ氏名、利用者・保護者生年月日、利用者性別）、２サ

ービス利用内容・給付費、３受給者証情報、４契約情報、５生育歴 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

児童発達支援事業を利用した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

☑ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 
☑ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 

健康福祉部 しょうがい福祉課 発達支援センター 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-0845 

滋賀県長浜市小堀町３２番地３ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１３日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 申込書・契約書・受給者証・同意書・重要事項説明書・免除申請書 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

健康福祉部しょうがい福祉課発達支援センター 

個人情報ファイルの利用

目的 
児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施するため 

個人情報の記録項目 

１利用者情報（利用者・保護者氏名、利用者・保護者住所、利用

者・保護者カナ氏名、利用者・保護者生年月日、利用者性別）、２契

約内容、３同意内容、４受給者証情報 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

児童発達支援事業を利用した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

☑ 本人から収集 

□ 本人以外から収集 

□ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 

健康福祉部 しょうがい福祉課 発達支援センター 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-0845 

滋賀県長浜市小堀町３２番地３ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１３日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 事業実績記録・給付費請求情報 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

健康福祉部しょうがい福祉課発達支援センター 

個人情報ファイルの利用

目的 

児童福祉法に基づく児童発達支援事業に対する給付費を請求するた

め 

個人情報の記録項目 １利用者氏名・保護者氏名、２サービス利用内容・給付費 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

児童発達支援事業を利用した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

☑ 本人から収集 
☑ 本人以外から収集 
☑ 当該実施機関内 

□ 他の実施機関 

□ 他の官公庁 

（                            ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 滋賀県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 

健康福祉部 しょうがい福祉課 発達支援センター 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-0845 

滋賀県長浜市小堀町３２番地３ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１３日 

  



個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 （ 単 票 ）  

個人情報ファイルの名称 療育個別記録 

実施機関の名称 長浜市長 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

健康福祉部しょうがい福祉課発達支援センター 

個人情報ファイルの利用

目的 
児童福祉法に基づく児童発達支援事業を実施するため 

個人情報の記録項目 

１利用者情報（利用者・保護者氏名、利用者・保護者住所、利用

者・保護者カナ氏名、利用者・保護者生年月日、利用者性別）、２サ

ービス利用記録・相談記録、３生育歴・病歴・障害・診断結果・健

診結果・検査結果 

個人情報ファイルに記録

される個人の範囲（記録

範囲） 

児童発達支援事業を利用した者 

個人情報ファイルに記録

される個人情報（記録情

報）の収集方法 

☑ 本人から収集 
☑ 本人以外から収集 
☑ 当該実施機関内 
☑ 他の実施機関 
☑ 他の官公庁 

（ 利用者の在籍する保育所等               ） 

□ その他 

（                            ） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名 称）長浜市 

健康福祉部 しょうがい福祉課 発達支援センター 

総務部 総務課 

（所在地）〒526-0845 

滋賀県長浜市小堀町３２番地３ 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

□法第６０条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第６０条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第２１条第７項に該当する

ファイル □有 □無 

 

備   考 

 

作成日（最終更新日）：令和５年１１月１３日 

 


